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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】マルチショットチャネル状態情報参照信号（Ｃ
ＳＩ－ＲＳ）を送信する方法を提供する。
【解決手段】基地局２０（ＢＳ）は、ユーザ装置１０（
ＵＥ）にマルチショットＣＳＩ－ＲＳ送信のオン／オフ
を示すトリガー情報を送信する。トリガー情報がマルチ
ショットＣＳＩ－ＲＳ送信のオンを示す場合、ＢＳは、
ＵＥにマルチショットＣＳＩ－ＲＳを送信する。ＵＥは
、マルチショットＣＳＩ－ＲＳ送信を示すトリガー情報
に基づいて、マルチショットＣＳＩ－ＲＳを受信する。
マルチショットＣＳＩ－ＲＳは、異なるサブフレームに
おいて、同じリソース要素の位置で送信される。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局（ＢＳ）からユーザ装置（ＵＥ）に、マルチショットチャネル状態情報参照信号
（ＣＳＩ－ＲＳ）送信のオン／オフを示すトリガー情報を送信するステップと、
　前記トリガー情報が前記マルチショットＣＳＩ－ＲＳ送信のオンを示す場合、前記ＢＳ
において、前記ＵＥに前記マルチショットＣＳＩ－ＲＳを送信するステップと、
　前記マルチショットＣＳＩ－ＲＳ送信を示す前記トリガー情報に基づいて、前記ＵＥに
おいて、前記マルチショットＣＳＩ－ＲＳを受信するステップと、を有し、
　前記マルチショットＣＳＩ－ＲＳは、異なるサブフレームにおいて、同じリソース要素
の位置において送信されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記トリガー情報が前記マルチショットＣＳＩ－ＲＳ送信のオフを示す場合、前記ＵＥ
において、前記マルチショットＣＳＩ－ＲＳは前記同じリソース要素の位置において送信
されないと想定するステップを更に有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＵＥから前記ＢＳに、前記ＵＥが信号を受信するために用いる受信リソースの数を
示すＵＥ能力情報を送信するステップを更に有することを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項４】
　前記ＢＳから前記ＵＥに、前記ＵＥからのＣＳＩフィードバックを無効にするよう指示
する情報を送信し、前記ＵＥが前記情報を受信する場合、前記ＵＥは前記ＢＳにＣＳＩを
報告しないことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　基地局（ＢＳ）から、マルチショットチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）送信
のオン／オフを示すトリガー情報と、前記トリガー情報が前記マルチショットＣＳＩ－Ｒ
Ｓ送信のオンを示す場合、前記マルチショットＣＳＩ－ＲＳと、を受信する受信部を有し
、
　前記マルチショットＣＳＩ－ＲＳは、異なるサブフレームにおいて、同じリソース要素
の位置において送信されることを特徴とするユーザ装置（ＵＥ）。
【請求項６】
　前記トリガー情報が前記マルチショットＣＳＩ－ＲＳ送信のオフを示す場合、前記マル
チショットＣＳＩ－ＲＳは前記同じリソース要素の位置において送信されないと想定する
制御部を更に有することを特徴とする請求項５に記載のＵＥ。
【請求項７】
　前記受信部は、前記ＵＥが信号を受信するために用いる受信リソースの数を示すＵＥ能
力情報を受信することを特徴とする請求項５に記載のＵＥ。
【請求項８】
　前記受信部は、前記ＵＥからのＣＳＩフィードバックを無効にするよう指示する情報を
受信し、前記ＵＥが前記情報を受信する場合、前記ＵＥは前記ＢＳにＣＳＩを報告しない
ことを特徴とする請求項５に記載のＵＥ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、無線通信方法に関し、より詳細には、無線通信システムにおける下
りリンク受信のリソース選択方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　より高い周波数帯（例えば、ミリ波（ｍｍＷａｖｅ））で動作するＮｅｗ　Ｒａｄｉｏ
（ＮＲ；第５世代（５Ｇ）無線アクセス技術）システムが、第３世代パートナーシッププ
ロジェクト（３ＧＰＰ）で研究されている。ミリ波等のより高い周波数帯で動作するユー
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ザ装置（ＵＥ）は、それぞれが互いに異なる指向性を持っている２以上のアンテナパネル
を備えている。例えば、この２以上のアンテナパネルをＵＥの前面と後面等の２面に配置
してもよい。ＵＥの各面は少なくとも1つのアンテナパネルを有してもよい。或いは、複
数のアンテナパネルをＵＥの４つ、６つ、又はそれ以上の面に配置してもよい。
【０００３】
　更に、ミリ波チャネル特性は、通常の周波数帯のチャネル特性とは大きく異なる。従っ
て、例えば、より高い周波数帯に対して大きな経路損失や遮断が原因で、他の複数のアン
テナパネルに比べると、ＵＥの複数のアンテナパネルの一部しか効果的に動作しなくなる
。
【０００４】
　そのために、効果的なアンテナパネル切り替え（選択）技術が、ミリ波等のより高い周
波数帯で動作する無線通信システムに必要とされる。しかし、現在の長期進化（ＬＴＥ）
規格は、ＮＲに必要なアンテナパネル切り替え方式をサポートしない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】３ＧＰＰ，ＴＳ３６．２１１Ｖ１３．２．０
【非特許文献２】３ＧＰＰ，ＴＳ３６．２１３Ｖ１３．２．０
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の１つ以上の実施形態によれば、マルチショットＣＳＩ－ＲＳを送信する方法は
、基地局（ＢＳ）からユーザ装置（ＵＥ）に、マルチショットチャネル状態情報参照信号
（ＣＳＩ－ＲＳ）送信のオン／オフを示すトリガー情報を送信するステップと、前記トリ
ガー情報が前記マルチショットＣＳＩ－ＲＳ送信のオンを示す場合、前記ＢＳにおいて、
前記ＵＥに前記マルチショットＣＳＩ－ＲＳを送信するステップと、前記マルチショット
ＣＳＩ－ＲＳ送信を示す前記トリガー情報に基づいて、前記ＵＥにおいて、前記マルチシ
ョットＣＳＩ－ＲＳを受信するステップと、を有し、前記マルチショットＣＳＩ－ＲＳは
、異なるサブフレームにおいて、同じリソース要素の位置において送信されることを有す
る。
【０００７】
　本発明の１つ以上の実施形態によれば、ユーザ装置（ＵＥ）は、基地局（ＢＳ）から、
マルチショットチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）送信のオン／オフを示すトリ
ガー情報と、前記トリガー情報が前記マルチショットＣＳＩ－ＲＳ送信のオンを示す場合
、前記マルチショットＣＳＩ－ＲＳと、を受信する受信部を有し、前記マルチショットＣ
ＳＩ－ＲＳは、異なるサブフレームにおいて、同じリソース要素の位置において送信され
ることを有する。
【０００８】
　本発明の１つ以上の実施形態によれば、マルチショットＣＳＩ－ＲＳを送信する方法に
より前記ＢＳから前記ＵＥに、前記ＵＥからのＣＳＩフィードバックを無効にするよう指
示する情報を送信し、前記ＵＥが前記情報を受信する場合、前記ＵＥは前記ＢＳにＣＳＩ
を報告しない。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の１つ以上の実施形態に係る無線通信システムの構成を示す図である。
【図２Ａ－２Ｅ】本発明の１つ以上の実施形態に係る、ＵＥの複数の受信リソースの配置
構成例を示す図である。
【図３Ａ－３Ｂ】本発明の１つ以上の実施形態に係る、ＵＥにおける受信リソース及び回
路の構成例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施例の１つ以上の実施形態に係る、下りリンクＲＳを用いた受
信リソース選択のための動作例を示すシーケンス図である。
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【図５】本発明の第２の実施例の１つ以上の実施形態に係る、複数の下りリンクＲＳ（Ｒ
Ｓのマルチショット送信）を用いた受信リソース選択のための動作例を示すシーケンス図
である。
【図６】本発明の変更された第２の実施例の１つ以上の実施形態に係る、複数の下りリン
クＲＳ（ＲＳのマルチショット送信）を用いた受信リソース選択のための動作例を示すシ
ーケンス図である。
【図７】本発明の変更された第２の実施例の１つ以上の実施形態に係る、ＲＳ送信数を示
す表の例を示す図である。
【図８】本発明の変更された第２の実施例の１つ以上の実施形態に係る、受信リソース選
択のための複数の下りリンクＲＳ（ＲＳのマルチショット送信）の動作例を示すシーケン
ス図である。
【図９】本発明の変更された第２の実施例の１つ以上の実施形態に係る、受信リソース選
択のための複数の下りリンクＲＳ（ＲＳのマルチショット送信）の動作例を示すシーケン
ス図である。
【図１０Ａ】本発明の変更された第２の実施例の１つ以上の実施形態に係る、ＲＳが連続
して周波数リソースに多重化される構成を示す図である。
【図１０Ｂ】本発明の変更された第２の実施例の１つ以上の実施形態に係る、ＲＳが櫛状
パターンの周波数リソースに多重化される構成を示す図である。
【図１１】本発明の第３の実施例の１つ以上の実施形態に係る、複数のＲＳ（ＲＳのマル
チショット送信）の動作例を示すシーケンス図である。
【図１２】本発明の変更された第３の実施例の１つ以上の実施形態に係る、ビーム掃引の
ための複数のＲＳ（ＲＳのマルチショット送信）の動作例を示す図である。
【図１３Ａ】本発明の第４の実施例の１つ以上の実施形態に係る、複数の下りリンクＲＳ
（ＲＳのマルチショット送信）を用いた受信リソース選択のための動作例を示すシーケン
ス図である。
【図１３Ｂ】本発明の変更された第４の実施例の１つ以上の実施形態に係る、下りリンク
ＲＳを用いた受信リソース選択ための動作例を示すシーケンス図である。
【図１４】本発明の第５の実施例の１つ以上の実施形態に係る、上りリンクＲＳを用いた
受信リソース選択のための動作例を示すシーケンス図である。
【図１５】本発明の第６の実施例の１つ以上の実施形態に係る受信リソース選択のための
動作例を示すシーケンス図である。
【図１６】本発明の１つ以上の実施形態に係る基地局の概略構成を示すブロック図である
。
【図１７】本発明の１つ以上の実施形態に係るユーザ装置の概略構成を示すブロック図で
ある。
【実施形態の詳細な説明】
【００１０】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態について詳細に説明する。本発明の実施形態
において、本発明について完全に理解できるように、数多くの具体的詳細が説明されてい
る。しかし、これらの具体的詳細がなくとも本発明が実施されるということが当業者に明
らかになるだろう。他の例では、本発明を分かりやすくするために、周知の特徴が詳述さ
れてこなかった。
【００１１】
　図１は、本発明の１つ以上の実施形態に係る無線通信システム１を示す。無線通信シス
テム１はユーザ装置（ＵＥ）１０と、基地局（ＢＳ）２０と、コアネットワーク３０と、
を具備する。無線通信システム１はＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）シ
ステム、Ｎｅｗ　Ｒａｄｉｏ（ＮＲ）、又は他のシステムである。無線通信システム１は
、ここの記載の具体的な構成に限定されなく、如何なるタイプの無線通信システムであっ
てもよい。
【００１２】
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　ＢＳ２０は、上りリンク（ＵＬ）及び下りリンク（ＤＬ）信号をセル２１のＵＥ１０と
やりとりする。このＤＬ及びＵＬ信号は、制御情報、及びユーザデータを含む。ＢＳ２０
は、バックホールリンク３１を介してＵＬ信号とＤＬ信号をコアネットワーク３０とやり
とりする。ＢＳ２０はＥｖｏｌｖｅｄ　ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）でもよい。
【００１３】
　ＢＳ２０は、１つ以上のアンテナと、近隣のＢＳ２０（例えば、Ｘ２インタフェース）
と通信する通信インタフェースと、コアネットワーク３０（例えば、Ｓ１インタフェース
）と通信する通信インタフェースと、ＵＥ１０との送受信信号を処理するプロセッサ又は
回路等のＣＰＵ（中央処理装置）と、を具備する。ＢＳ２０の動作は、メモリに格納され
たデータ及びプログラムを処理又は実行するプロセッサによって実施されてもよい。ＢＳ
２０の動作は、メモリに格納されたデータ及びプログラムを処理又は実行するプロセッサ
によって実施されてもよい。しかしながら、ＢＳ２０は、上述したハードウェア構成に限
定されず、当業者に理解される他の適切なハードウェア構成によって実現されてもよい。
無線通信システム１のより広いサービスエリアをカバーするように、数多くのＢＳ２０が
配置されてもよい。
【００１４】
　ＵＥ１０は、制御情報及びユーザデータを含むＤＬ信号及びＵＬ信号をＢＳ２０と通信
する。ＵＥ１０は、移動局、スマートフォン、携帯電話、タブレット、モバイルルータ、
又はウェアラブル機器などの無線通信機能を有する情報処理装置であってもよい。無線通
信システム１は１つ以上のＵＥｓ１０を有する。
【００１５】
　ＵＥ１０は、プロセッサ等のＣＰＵ、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）、フラッシュ
メモリ及び、ＢＳ２０及びＵＥ１０へ／から無線信号の送／受信をする無線通信装置を具
備する。例えば、以下に説明するＵＥ１０の動作は、メモリに格納されたデータ及びプロ
グラムを処理又は実施するＣＰＵにより実行することができる。ただし、ＵＥ１０は、上
述したハードウェア構成に限定されるものではなく、例えば、以下記載の処理を実現する
回路によって構成されてもよい。
【００１６】
　本発明の１つ以上の実施形態によれば、ＵＥ１０は複数の受信リソースを有してもよい
。本発明の１つ以上の実施形態において、受信リソースは、複数のアンテナ（アンテナポ
ート）を含むアンテナパネル、複数のアンテナのグループ、及び上りリンク送信のビーム
の少なくとも１つと呼ばれてもよい。例えば、受信リソースはアンテナや対応するビーム
であってもよい。各受信リソースは互いに異なる指向性を有してもよい。図２Ａ，図２Ｂ
，図２Ｃ、図２Ｄ、及び図２Ｅは、ＵＥ１０の複数の受信リソースの配置構成例を示す図
である。例えば、図２Ａに示すように、２つの受信リソース１１Ａ、１１Ｂを、それぞれ
ＵＥ１０の前面側と後面側とに配置してもよい。図２Ｂに示すように、４つの受信リソー
ス１１Ａ、１１Ｂ、１１Ｃ、１１Ｄを、それぞれＵＥ１０の前面側と後面側と両側面側と
に配置してもよい。図２Ｃに示すように、６つの受信リソース１１Ａ、１１Ｂ、１１Ｃ、
１１Ｄ、１１Ｅ、１１Ｆを、それぞれＵＥ１０の前面側と後面側と両側面側と両垂直面側
とに配置してもよい。他の例として、図２Ｄに示すように、ＵＥ１０が４つの受信リソー
ス１１Ａ、１１Ｂ、１１Ｇ、１１Ｈを有する際、２つの受信リソース１１Ａ、１１Ｇを前
面側に配置してもよく、他の受信リソース１１Ｂ、１１Ｈを前面側に配置してもよい。他
の例として、図２Ｅに示すように、受信リソース１１Ａ、１１Ｂの両方を、同方向を向く
ようにＵＥ１０に配置してもよい。例えば、ユーザの手でＵＥ１０の下側を覆うように、
ユーザがスマートフォン等のＵＥ１０を握る際に図２Ｅの構成が効果的である。しかし、
ＵＥ１０の受信リソース１１の配置構成は上述した構成に限定されない。更に、ＵＥ１０
の受信リソース１１の数は上記の２，４、および６セットに限定されず、６セットを超え
てもよい。本発明の１つ以上の実施形態において、受信リソース１１Ａ、１１Ｂ、１１Ｃ
、１１Ｄ、１１Ｅ及び１１Ｆは、それぞれ#１、#２、#３、#４、#５及び#６とも呼ばれる
。
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【００１７】
　更に、図３Ａに示すように、例えば、ＵＥ１０が２つの受信リソース１１を有する際、
本発明の１つ以上の実施形態に係るＵＥ１０の構成において、各回路１０３を受信リソー
ス１１Ａ、１１Ｂ（アンテナパネル#１、#２）それぞれに接続してもよい。従って、ＵＥ
１０において、受信リソース１１の数は回路１０３の数と同一でもよい。
【００１８】
　他の例として、図３Ｂに示すように、本発明の１つ以上の実施形態に係るＵＥ１０の構
成において、回路１０３をスイッチ（ＳＷ）１０６を介して２つの受信リソース１１Ａ、
１１Ｂに接続してもよい。従って、ＵＥ１０において、受信リソース１１の数は回路１０
３の数より大きくてもよい。
【００１９】
　（第１の実施例）
　以下、図４を参照して、本発明の第１の実施例の実施形態について詳細に説明する。本
発明の第１の実施例の１つ以上の実施形態によれば、受信リソース選択のための参照信号
（ＲＳ）を用いてＵＥ１０の受信リソース１１を選択してもよい。図４は、本発明の第１
の実施例の１つ以上の実施形態に係る、下りリンクＲＳを用いた受信リソース選択ための
動作例を示すシーケンス図である。
【００２０】
　図４に示すように、ＢＳ２０は、受信リソース選択のための参照信号（ＲＳ）（所定信
号）をＵＥ１０に送信する（ｓｔｅｐ　Ｓ１０１）。例えば、参照信号は、チャネル状態
情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）、専用参照信号（ＤＲＳ）、セル固有参照信号（ＣＲＳ）
でもよい。参照信号は、新たに規定された信号でもよい。更に、本発明の１つ以上の実施
形態によれば、下りリンクＲＳは、受信リソース選択のためのＲＳに限定されず、他の目
的に用いられる同期信号又は他の参照信号でもよい。更に、例えば、ＵＥは、ＢＳ２０か
らのＲＳ送信のための要求をＢＳ２０に送信してもよく、その後、ＢＳ２０がその要求に
基づいてＲＳを送信してもよい。
【００２１】
　ＵＥ１０が、ＵＥ１０の受信リソース１１を用いてＢＳ２０から参照信号を受信した後
、ＵＥ１０はその受信参照信号に基づいて受信品質の測定を行ってもよい（ｓｔｅｐ　Ｓ
１０２）。受信品質は、参照信号受信電力（ＲＳＲＰ）等の受信電力、受信信号強度指標
（ＲＳＩ）、伝搬損失、又はチャネル品質を反映する他の情報であってもよい。
【００２２】
　ＵＥ１０は、測定結果に基づいて下り信号又はチャネルの受信に用いられる受信リソー
ス１１を選択してもよい（ｓｔｅｐ　Ｓ１０３）。例えば、ＵＥ１０は、受信品質を有す
る参照信号が受信品質の所定値より大きい受信に用いられる受信リソース１１を選択して
もよい。
【００２３】
　そして、ＵＥ１０は、フィードバックのための通知（選択情報）をＢＳ２０に送信して
もよい（ｓｔｅｐ　Ｓ１０４）。例えば、その通知には、その選択受信リソース１１を示
す情報及び／又は各受信リソース１１の受信品質が含まれてもよい。受信品質を示す情報
は、最も高い受信品質、又は他の受信リソース１１より高い受信品質を有する複数の受信
リソースを有する受信リソース１１を示す情報であってもよい。フィードバックのための
受信リソース１１を受信リソースインデックス（数）として示してもよい。フィードバッ
クのための受信リソース１１をアンテナポート情報、プリコーディング行列指標（ＰＭＩ
）、ＣＳＩ－ＲＳリソース指標（ＣＲＩ）等の暗黙の情報として送信してもよい。更に、
本発明の１つ以上の実施形態において、通知の送信は選択的でよく、即ち、ＵＥ１０はそ
の通知をＢＳ２０に送信しなくてよい。ｓｔｅｐ　Ｓ１０４の後、選択受信リソース１１
を用いてＢＳ２０から下りリンク信号（及び／又は下りリンクチャネル）を受信してもよ
い。例えば、ＵＥ１０がＢＳ２０から下りリンク信号を受信する際、ＢＳ２０が選択受信
リソース１１を示す通知の情報を下りリンク信号に適用することを想定して、ＵＥ１０は
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その受信リソース１１を決定してもよい。
【００２４】
　更に、ｓｔｅｐ　Ｓ１０４において、通知の受信品質を示す情報は、受信リソース１１
それぞれのＲＳＲＰ等の受信品質を示す情報であってもよい。例えば、この通知は1つ以
上の受信リソース１１のＲＳＲＰを含んでよい。更に、複数の受信リソース１１のＲＳＲ
Ｐは、他の受信リソース１１より高い品質であってもよい。更に、この通知が複数の受信
リソース１１のＲＳＲＰを含む場合、ＲＳＲＰを最も高いＲＳＲＰと所定のＲＳＲＰの差
として示してもよい。
【００２５】
　更に、ｓｔｅｐ　Ｓ１０４において、通知は、選択受信リソース１１を示す情報に加え
てＣＳＩフィードバック情報を含んでもよい。例えば、通知は、選択受信リソース１１の
ためのランク指標（ＲＩ）、ＣＲＩ、ＰＭＩ、及びチャネル品質指標（ＣＱＩ）を含んで
もよい。このような場合、例えば、ＲＩ、ＣＲＩ、ＰＭＩ、及びＣＱＩを、選択パネル１
１に基づいて算出してもよい。
【００２６】
　更に、ｓｔｅｐ　Ｓ１０４において、通知の選択受信リソース１１を示す情報は、選択
受信リソース１１の受信リソースインデックス（数）よりもむしろ、受信リソース１１が
切り替えられるかどうかを示す情報であってもよい。
【００２７】
　（第２の実施例）
　以下、図５を参照して、本発明の第１の実施例の実施形態について詳細に説明する。例
えば、ＵＥ１０がｋ受信リソース１１を有する場合、要求されるのは、ＵＥ１０の受信リ
ソース選択のためのｋ受信リソース１１によって受信されるｋ信号の受信品質。即ち、例
えば、受信リソース１１の数が、図３Ｂに示すような構成等の回路１０３の数よりも大き
い場合に受信リソース１１は時間的な切り替えが要求される。本発明の第２の実施例の１
つ以上の実施形態によれば、複数のＲＳをＢＳ２０からＵＥ１０に時間的に送信した（Ｒ
Ｓのマルチショット送信）後、ＵＥ１０により複数の受信リソース１１の受信品質（チャ
ネル品質）を比較してもよい。図５は、本発明の第２の実施例の１つ以上の実施形態に係
る、複数の下りリンクＲＳ（ＲＳのマルチショット送信）を用いた受信リソース選択のた
めの動作例を示すシーケンス図である。
【００２８】
　図５に示すように、ＢＳ２０は、受信リソース選択のための複数のＲＳ（複数の所定信
号）をＵＥ１０に送信してもよい（ＲＳのマルチショット送信）（ｓｔｅｐ　Ｓ２０１）
。
【００２９】
　ＵＥ１０が、ＵＥ１０の複数の受信リソースを用いてＢＳ２０から複数のＲＳを受信し
た後、ＵＥ１０は、受信した複数のＲＳに基づいて受信品質測定を行ってもよい（ｓｔｅ
ｐ　Ｓ２０２）。例えば、ＵＥ１０は、複数の受信リソース１１それぞれにより受信した
複数のＲＳそれぞれについての受信品質測定結果を比較してもよい。
【００３０】
　ＵＥ１０は、受信した複数のＲＳの測定結果に基づいて少なくとも1つの受信リソース
１１を選択してもよい（ｓｔｅｐ　Ｓ２０３）。例えば、受信リソース選択は、比較され
た受信品質測定結果を用いて行なってもよい。例えば、ＵＥ１０は、最も高い受信品質を
有する受信リソース１１を選択してもよい。
【００３１】
　そして、ＵＥ１０は、フィードバックのための通知（選択情報）をＢＳ２０に送信して
もよい（ｓｔｅｐ　Ｓ２０４）。図５のｓｔｅｐ　Ｓ２０４は、図４のｓｔｅｐ　Ｓ１０
４と同一である。選択情報は選択受信リソース１１を示してもよい。ｓｔｅｐ　Ｓ２０４
の後、ＵＥ１０は、選択受信リソースを用いて下りリンク信号又は下りリンクチャネルを
受信してもよい。
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【００３２】
　従って、第２の実施例の１つ以上の実施形態によれば、ＵＥ１０は、ＵＥ１０の複数の
受信リソース１１を用いてＢＳ２０から複数のＲＳ（所定信号）を受信してもよい。ＵＥ
１０はＲＳの受信品質を測定してもよい。ＵＥ１０は、測定受信品質に基づいて下りリン
ク信号（及び／又は下りリンクチャネル）の受信に用いられる少なくとも1つの受信リソ
ース１１を複数の受信リソース１１から選択してもよい。例えば、ＵＥ１０は、受信品質
が他のＲＳの受信品質より高いＲＳの受信に用いられる受信リソース１１を選択してもよ
い。
【００３３】
　（変更された第２の実施例）
　本発明の変更された第２の実施例の１つ以上の実施形態によれば、ＢＳ２０はＵＥ１０
に複数のＲＳ送信のためのＲＳ関連情報を通知してもよい。図６は、本発明の変更された
第２の実施例の１つ以上の実施形態に係る、複数の下りリンクＲＳ（ＲＳのマルチショッ
ト送信）を用いた受信リソース選択のための動作例を示すシーケンス図である。図５のス
テップと同様の図６のステップには同一の参照ラベルを付してもよい。
【００３４】
　図６に示すように、ＢＳ２０はＲＳ関連情報をＵＥ１０（ＲＳのマルチショット送信）
に送信してもよい（ｓｔｅｐ　Ｓ２００）。例えば、ＲＳ関連情報は、ＲＳ送信数及び／
又はマルチショット送信のためのＲＳ送信間隔（例えば、サブフレーム数）を含んでもよ
い。例えば、ＲＳ関連情報を、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリング等の半固定的シ
グナリング、及び下りリンク制御情報（ＤＣＩ）を用いたシグナリング等の動的シグナリ
ングの少なくとも１つを介して送信してもよい。
【００３５】
　例えば、ＲＳ送信数を図７の表として示すことができる。図７に示すように、２ビット
は、ＲＳ送信数に関連したＲＳ構成番号を示すことができる。例えば、図７において、“
００”は、ＲＳを送信していないことを意味する（この例では“０”として設定された）
ＲＳ送信数によるＲＳ構成#１を示す。図７において、“０１”、“１０”、“１１”は
、それぞれＲＳ送信数“１”、“２”、“４”に関連するＲＳ構成#２、#３、#４を示す
。
【００３６】
　ＢＳ２０は、受信リソース選択のための複数のＲＳをＵＥ１０に送信してもよい（ＲＳ
のマルチショット送信）（ｓｔｅｐ　Ｓ２０１）。
【００３７】
　ＵＥ１０は、ＲＳ関連情報に基づいてＢＳ２０から複数のＲＳを受信してもよく、その
後、ＵＥ１０は、受信品質測定（Ｓ２０２）と受信リソース選択（Ｓ２０３）を行っても
よい。そして、ＵＥ１０は通知をＢＳ２０に送信してもよい（Ｓ２０４）。
【００３８】
　例えば、ｓｔｅｐ　Ｓ２０１において、複数のＲＳをリソース要素（ＲＥ）の同様の位
置に割り当ててもよく、別のサブフレームを用いて送信してもよい。他の例として、同一
のサブフレームを用いて複数のＲＳを送信してもよく、同一のサブフレームでＲＥｓの別
の位置に割り当ててもよい。このような場合、複数のパネルを、順序正しく、適切に比較
、複数のＲＳを時間領域で重ね合わせるべきでないＲＥｓの各々。例えば、ＵＥ１０は、
時間領域で重ね合わされるＲＥｓをＲＳのマルチショット送信に設定することを想定しな
くてよい。更に、受信リソース切り替えには遷移時間が要求されうる。このような場合、
ＵＥ１０は、複数のＲＳを所定期間内に多重化することを想定しなくてよい。
【００３９】
　他の例として、本発明の変更された第２の実施例の１つ以上の実施形態によれば、ＢＳ
２０は、ＵＥ１０に周期的ＲＳ送信を可能／不能にする情報を通知してもよい。図８に示
すように、ＢＳ２０は、ＲＳ送信（ｓｔｅｐ　Ｓ２００ａ）前にＲＳ有効トリガー（トリ
ガー情報）をＵＥ１０に送信してもよい。ＲＳ有効トリガー（トリガー情報）は、マルチ
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ショットＲＳ（例えば、マルチショットＣＳＩ－ＲＳ）送信のオン/オフを示してもよい
。そして、ＢＳ２０はＲＳ（ｓｔｅｐ　Ｓ２０１）を送信してもよい。図８のｓｔｅｐ　
Ｓ２０１は、図５及び６のｓｔｅｐ　２０１と同一である。ＢＳ２０はＲＳ有効トリガー
をＵＥ１０に送信してもよい（ｓｔｅｐ　Ｓ２００ｂ）。例えば、ＵＥ１０は、ＲＳ有効
トリガーからの所定時間オフセットの経過後にＲＳを多重化することを想定してもよい。
このような場合、所定時間オフセットはゼロであってもよい。例えば、ＵＥ１０は、ＲＳ
無効トリガーからの所定時間オフセットの経過後にＲＳを多重化することを想定してもよ
い。このような場合、所定時間オフセットはゼロであってもよい。例えば、ＢＳ２０は、
マルチショットＲＳそれぞれに異なる送信電力制御（ＴＰＣ）を行ってもよい。
【００４０】
　他の例として、本発明の変更された第２の実施例の１つ以上の実施形態によれば、ＲＳ
のマルチショット送信において、ＲＳを多重化する周波数帯は、各ＲＳ送信のためにホッ
ピングしてもよい。その結果、広帯域チャネル推定を効果的に推定することができる。
【００４１】
　他の例として、本発明の変更された第２の実施例の１つ以上の実施形態によれば、ＲＳ
のマルチショット送信において、ＲＳ送信に用いられるＢＳ２０の送信アンテナポートを
切り替えてもよい。
【００４２】
　他の例として、本発明の変更された第２の実施例の１つ以上の実施形態によれば、ＲＳ
のマルチショット送信において、ＵＥ１０中で複数のＲＳの測定結果（例えば、受信品質
測定結果）を平均化してもよく、又はしなくてもよい。更に、ＢＳ２０は、測定結果を平
均化してもよいかどうかを示す情報をＵＥ１０に送信してもよい。更に、図９に示すよう
に、測定結果を周期的に平均化してもよい。図９に示すように、例えば、ＲＳ#１と#５の
対、ＲＳ#２と#６の対、ＲＳ#３と#７の対、及びＲＳ#４と#８の対それぞれを所定の周期
性で送信してもよい。図９において、例えば、ＲＳ#１と#５の対、及びＲＳ#４と#８の対
の測定結果を平均化してもよい。一方、ＲＳ#２と#６の対、及びＲＳ#３と#７の対の測定
結果については平均化しない方がよい。更に、測定結果を平均化してもよいＲＳの所定の
周期性については、ＢＳ２０からＵＥ１０に送信してもよい。
【００４３】
　更に、ＲＳのマルチショット送信に関連する情報（例えば、測定結果を平均化してもよ
いかどうかを示す情報、及び所定の周期性）は、ＣＳＩプロセス及び非ゼロパワー（ＮＺ
Ｐ）ＣＳＩ－ＲＳを含んでもよい。
【００４４】
　直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）システムにおいて、周波数領域の多重間隔が所定の周
波数周期、例えば、サブキャリアで増加する際、時間信号の繰り返し数は、所定時間で増
加する。本発明の変更された第２の実施例の１つ以上の実施形態によれば、ＯＦＤＭシス
テムで上記特性を使用して、時間多重密度を増加する。例えば、図１０Ａに示すように、
ＲＳを連続的に周波数リソースに多重する。一方、図１０Ｂに示すように、ＲＳを櫛状パ
ターンの周波数リソースに多重する。その結果、図１０Ｂでは、ＲＳ送信の時間多重密度
を増加することができ、ＲＳのマルチショット送信を実現することができる。
【００４５】
　他の例として、本発明の変更された第２の実施例の１つ以上の実施形態によれば、例え
ば、受信リソース１１の数が図３Ａに示す構成のような回路１０３の数と同一の場合、単
一の参照信号シーケンスに基づいて受信リソース１１を切り替えることが要求される。
【００４６】
　（第３の実施例）
　以下、図１１を参照して、本発明の第３の実施例の実施形態について詳細に説明する。
図１１は、本発明の第３の実施例の１つ以上の実施形態に係る、複数の下りリンクＲＳ（
ＲＳのマルチショット送信）を用いた受信リソース選択のための動作例を示すシーケンス
図である。
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【００４７】
　図１１に示すように、ＢＳ２０は、複数のＣＳＩ－ＲＳをＵＥ１０に送信してもよい（
ｓｔｅｐ　Ｓ３０１）。本発明の第３の実施例の１つ以上の実施形態において、異なるビ
ームフォーミングを複数のＣＳＩ－ＲＳそれぞれに適用してもよい。更に、例えば、ＢＳ
２０は、複数のＣＳＩ－ＲＳ送信前に、ＵＥ１０でのＣＳＩ－ＲＳフィードバックの動作
の指定をＵＥ１０に通知してもよい。
【００４８】
　ＵＥ１０がＢＳ２０から複数のＣＳＩ－ＲＳ受信した後、ＵＥ１０は、複数のＣＳＩ－
ＲＳに基づいて受信品質測定を行ってもよい（ｓｔｅｐ　Ｓ３０２）。ＵＥ１０は、受信
した複数のＲＳの測定結果に基づいてＣＳＩ－ＲＳ(ｓ)　を選択してもよい（ｓｔｅｐ　
Ｓ３０３）。
【００４９】
　ＵＥ１０は、受信したＣＳＩ－ＲＳに対応するＣＳＩフィードバックをＢＳ２０に送信
してもよい（ｓｔｅｐ　Ｓ３０４）。更に、ＵＥ１０は、受信したＣＳＩ－ＲＳに関連す
るＣＳＩの情報を送信してもよい。
【００５０】
　（変更された第３の実施例）
　本発明の第３の実施例の１つ以上の実施形態によれば、ＣＳＩ－ＲＳのマルチショット
送信をビーム掃引に適用してもよい。例えば、ＣＳＩ－ＲＳのマルチショット送信を用い
て送信部からのビームを決定してもよい。例えば、図１２に示すように、異なるビームフ
ォーミングを複数のビームのそれぞれに適用してもよく、送信部（例えば、ＢＳ２０）は
、複数のビームを用いて複数のＣＳＩ－ＲＳを送信してもよい（第１の方式）。
【００５１】
　更に、例えば、送信部は、同一のビームを適用する複数のＣＳＩ－ＲＳに送信してもよ
く、図１２に示すように、受信部（例えば、ＵＥ１０）は、受信者側に適切なビームを適
用、選択してもよい（第２の方式）。
【００５２】
　他の例として、例えば、上記の第１及び第２の方式を組み合わせてもよい。更に、ＢＳ
２０は、同一のビームフォーミングベクトルをマルチショットＣＳＩ－ＲＳに適用するか
どうかを示す情報をＵＥ１０に送信してもよい。一般に、ＢＳ２０は、マルチショットＣ
ＳＩ－ＲＳが比較可能かどうかを示す情報をＵＥ１０に送信してもよい。
【００５３】
　（第４の実施例）
　本発明の第４の実施例の１つ以上の実施形態によれば、ＢＳ２０は、ＵＥ動作の指定を
ＵＥ１０に通知してもよい。
【００５４】
　図１３Ａに示すように、ＢＳ２０は、ＵＥ動作指定情報をＵＥ１０に送信してもよい。
ＵＥ動作指定情報は、アンテナパネル選択（２ビット“００”）、校正（“０１”）を、
ＣＳＩ推定（“１０”）、及びＮ／Ａ（ＵＥが判定できる）（“１１”）（ｓｔｅｐ　Ｓ
３００）を含んでもよい。ＵＥ動作指定情報の指定動作は、図１３Ａに示した上記動作に
限定されなく、他の情報、又は“アンテナパネル選択”や“校正”等の動作の組み合わせ
を指定する情報であってもよい。ＣＳＩ－ＲＳフィードバックトリガー、ＲＳ送信トリガ
ー、又はＤＬ／ＵＬグラントは、このＵＥ動作指定情報を含んでもよい。そして、ＢＳ２
０は複数のＣＳＩ－ＲＳよい（ｓｔｅｐ　Ｓ３０１）。例えば、ＢＳ２０は、ＵＥ動作指
定情報又は他のシグナリングを用いて、ＵＥ１０からのフィードバックにＣＳＩのタイプ
を指定してもよい。例えば、ＢＳ２０により指定されたＣＳＩのタイプは、ＣＳＩタイプ
（例えば、ＲＩ／ＰＭＩ／ＣＲＩ／ＣＱＩ）及び／又はＣＳＩフィードバックの帯域幅で
あってもよい。
【００５５】
　ＵＥ１０がＢＳ２０から複数のＣＳＩ－ＲＳを受信した後、ＵＥ１０は、ＵＥ動作指定
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情報で指定された動作を行ってもよい（ｓｔｅｐ　Ｓ３０２ａ）。例えば、アンテナパネ
ル選択（“００”）を指定する際、ＵＥは、受信リソース選択を行ってもよく、ＣＳＩフ
ィードバック情報を送信しなくてもよい。
【００５６】
　他の例として、ＢＳ２０は、ＲＲＣシグナリング等の半固定的シグナリング、及びＤＣ
Ｉフォーマットを用いたシグナリング等の動的シグナリングの少なくとも１つを介してＣ
ＳＩフィードバックが行われないことを示す情報を送信してもよい。
【００５７】
　他の例として、本発明の変更された第４の実施例の１つ以上の実施形態によれば、ＵＥ
動作指定情報送信は、複数のＣＳＩ－ＲＳ送信への適用に限定されるものではなく、図１
３Ｂに示すＣＳＩ－ＲＳ送信又は他のＲＳ(ｓ)送信に適用されてもよい。
【００５８】
　（第５の実施例）
　以下、図１４を参照して、本発明の第５の実施例の実施形態について詳細に説明する。
本発明の第５の実施例の１つ以上の実施形態によれば、受信リソース選択のために上りリ
ンクＲＳ(ｓ)を用いて、ＢＳ２０がＵＥ１０の受信リソース１１を指定（選択）してもよ
い。図１４は、本発明の第５の実施例の１つ以上の実施形態に係る、上りリンクＲＳを用
いた受信リソース選択のための動作例を示すシーケンス図である。
【００５９】
　図１４に示すように、ＵＥ１０は、上りリンクＲＳを複数の受信リソース１１の全部又
は一部からＢＳ２０に送信してもよい（ｓｔｅｐ　Ｓ４０１）。ＢＳ２０は、ＵＥ１０か
らの受信上りリンクＲＳに基づいて、上りリンクＲＳが最も高い品質を有するＵＥ１０の
受信リソース１１を指定（選択）してもよい（ｓｔｅｐ　Ｓ４０２）。そして、ＢＳ２０
は、指定受信リソース１１を示す通知をＵＥ１０に送信してもよい（ｓｔｅｐ　Ｓ４０３
）。ＵＥ１０は、この通知に基づいて、ＢＳ２０により選択された受信リソース１１を用
いて信号を受信してもよい。更に、本発明の第５の実施例の実施形態における特徴を本発
明の第１から第３の実施例の実施形態に適用することができる。
【００６０】
　他の例として、ＵＥ１０は、ＢＳ２０が下りリンク信号送信に選択受信リソース１１を
示すフィードバック情報（通知）を適用すると想定して、下りリンク信号の受信に用いら
れる受信リソース１１を決定してもよい。
【００６１】
　（第６の実施例）
　本発明の１つ以上の実施形態によれば、ＵＥ１０は、ＢＳ２０にＵＥ１０の受信リソー
ス１１の数を通知してもよい。
【００６２】
　図１５に示すように、ＵＥ１０は、受信リソース情報をＢＳ２０に送信してもよい（ｓ
ｔｅｐ　Ｓ５０１）。受信リソース情報は、ＵＥ１０の受信リソース１１の数、信号を送
信及び／又は受信をすることが同時にできる受信リソースの数、及び受信リソース１１の
アンテナ構成の少なくとも１つを含んでもよい。例えば、受信リソース情報をＵＥ能力情
報として送信してもよい。例えば、受信リソース情報は、ＴＸＲＵ数、ストリーム数、及
びトランスポートブロックサイズを含んでもよい。例えば、ＴＸＲＵ数、ストリーム数、
及びトランスポートブロックサイズは、各受信リソース１１に関する。受信リソースイン
デックスを各受信リソース１１に割り当ててもよい。例えば、受信リソース情報を図１４
のｓｔｅｐ　Ｓ４０２等のＢＳ２０での受信リソース選択に用いてもよい。更に、本発明
の第６の実施例の実施形態における特徴を本発明の第１から第５の実施例の実施形態に適
用することができる。
【００６３】
　更に、受信リソース１１のアンテナ構成は、各受信リソース１１に関する。例えば、ア
ンテナ構成を、ＵＥ１０が８－ＴＸ受信リソースと４－ＴＸ受信リソースから成る２つの
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受信リソース１１を含んでいるということを意味している８－ＴＸと４－ＴＸとして示し
てもよい。例えば、受信リソース１１のアンテナ構成は、各受信リソース１１のためのｐ
ｌａｎｅｒ（垂直／水平）アンテナと偏波アンテナの数の全部又は一部を含んでもよい。
例えば、アンテナ構成を適用コードブックとしてＵＥ１０からＢＳ２０に送信してもよい
。更に、複数の受信リソース１１のアンテナ構成をＢＳ２０で同一と想定してもよい。
【００６４】
　更に、ＵＥ１０が送信することができる受信リソース１１の数は限定されてもよい。例
えば、ＵＥ１０が１６受信リソースを含む場合、ＵＥは、所定の候補、例えば、ＢＳ２０
への通知のための（１、２）、（１、２、３、４）、（１、２、４、６）（１、２、・・
・、５、６）（１、２、・・・、７、８）（１、２、３、４、６、８、１２、１６）（１
、２、３、４、・・・、１５、１６）のうち受信リソース１１の数を選択してもよい。こ
の所定の候補の１つ以上の受信リソース１１を規則性に基づくか又は無作為に決定しても
よい。
【００６５】
　（他の実施例）
　例えば、複数の受信リソース１１の輻射方向が同一（又は、ほぼ同一）の際、本発明の
第１から第６の実施例の実施形態に係る共通動作を受信リソース１１の全部又は一部に適
用してもよい。他の例として、複数の受信リソース１１（又は、アンテナグループ）をグ
ルーピングしてもよい。例えば、各アンテナグループは、同一の上記動作を用いてもよい
。
【００６６】
　他の例として、共通の受信リソース１１を複数の物理チャネル及び信号に用いてもよい
。他の例として、共通の受信リソース１１を上りリンク及び下りリンク送信に用いてもよ
い。他の例として、ＣＳＩ又は無線リソース管理（ＲＲＭ）測定に基づいて受信リソース
選択を行ってもよい。
【００６７】
　（基地局の構成）
　以下、図１６を参照して、本発明の１つ以上の実施形態に係るＢＳ２０について説明す
る。図１６は、本発明の１つ以上の実施形態に係るＢＳ２０の概略構成を示す図である。
ＢＳ２０は、複数のアンテナ２０１、アンプ２０２と、送受信部（送信部／受信部）２０
３と、ベースバンド信号処理部２０４と、呼処理部２０５と、伝送路インタフェース２０
６と、を具備してもよい。
【００６８】
　ＢＳ２０からＵＥ２０にＤＬで送信されたユーザデータを、伝送路インタフェース２０
６を介してコアネットワーク３０からベースバンド信号処理部２０４に入力する。
【００６９】
　ベースバンド信号処理部２０４において、信号には、パケットデータ統合プロトコル（
ＰＤＣＰ）レイヤ処理、ユーザデータの分割・結合及びＲＬＣ再送制御送信処理等の無線
リンク制御（ＲＬＣ）レイヤ送信処理；例えば、ＨＡＲＱ送信処理を含む媒体アクセス制
御（ＭＡＣ）送信制御；スケジューリング；伝送フォーマット選択；チャネル符号化；逆
高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）処理；及びプリコーディング処理が行われる。そして、得
られた信号を各送受信部２０３に転送する。ＤＬ制御チャネルの信号は、チャネル符号化
及び逆高速フーリエ変換を含む送信処理が行われ、得られた信号を各送受信部２０３に送
信する。
【００７０】
　ベースバンド信号処理部２０４は、上位レイヤシグナリング（例えば、ＲＲＣシグナリ
ング及び報知チャネル）によって、各ＵＥ１０にセル内での通信のための制御情報（シス
テム情報）を通知する。セル内での通信のための情報は、例えば、ＵＬ又はＤＬシステム
帯域幅を含む。
【００７１】
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　各送受信部２０３において、アンテナ毎にプリコーディングされてベースバンド信号処
理部２０４から出力されたベースバンド信号に、無線周波数帯への周波数変換処理を行う
。アンプ２０２は、周波数変換が行われた無線周波数信号を増幅し、得られた信号をアン
テナ２０１から送信する。
【００７２】
　ＵＥ１０からＢＳ２０にＵＬで送信されるデータについては、無線周波数信号を各アン
テナ２０１で受信され、アンプ２０２で増幅され、送受信部２０３において周波数変換さ
れ、ベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部２０４に入力される。
【００７３】
　ベースバンド信号処理部２０４は、受信したベースバンド信号に含まれるユーザデータ
に対して、ＦＦＴ処理、ＩＤＦＴ処理、誤り訂正復号、ＭＡＣ再送制御受信処理、ＲＬＣ
レイヤ及びＰＤＣＰレイヤ受信処理を行う。そして、得られた信号を伝送路インタフェー
ス２０６を介してコアネットワーク３０に転送する。呼処理部２０５は、通信チャネルの
設定及び解除等の呼処理を行い、ＢＳ２０の状態を管理し、無線リソースを管理する。
【００７４】
　（ユーザ装置の構成）
　以下、図１７を参照して、本発明の１つ以上の実施形態に係るＵＥ１０について説明す
る。図１７は、本発明の１つ以上の実施形態に係るＵＥ１０の概略構成である。ＵＥ１０
は、複数のＵＥアンテナ１０１、アンプ１０２、送受信部（送信部／受信部）１０３１を
有する回路１０３、制御部１０４、及びアプリケーション１０５を有する。
【００７５】
　ＤＬについて、ＵＥアンテナ１０１で受信した無線周波数信号はそれぞれのアンプ１０
２で増幅され、送受信部１０３１においてベースバンド信号に周波数変換される。これら
のベースバンド信号には、制御部１０４において、ＦＦＴ処理、誤り訂正復号、再送制御
等の受信処理が行われる。ＤＬユーザデータは、アプリケーション部１０５に転送される
。アプリケーション部１０５は、物理レイヤ及びＭＡＣレイヤより上の上位レイヤに関連
する処理を行う。下りリンクデータでは、報知情報もアプリケーション１０５に転送され
る。
【００７６】
　一方、ＵＬユーザデータをアプリケーション部１０５から制御部１０４に入力する。制
御部１０４では、再送制御（ハイブリッドＡＲＱ）送信処理、チャネル符号化、プリコー
ディング、ＤＦＴ処理、ＩＦＦＴ処理等が行われ、得られた信号を各送受信部１０３１に
転送する。送受信部１０３１では、制御部１０４から出力されたベースバンド信号が無線
周波数帯に変換される。その後、周波数変換された無線周波数信号を増幅器１０２で増幅
した後、アンテナ１０１から送信する。
【００７７】
　本発明の１つ以上の実施形態において、受信リソースをアンテナグループ、又は垂直、
水平、及び偏波アンテナの数に加えて他のアンテナ寸法（例えば、Ｎ３）等の他の概念に
取り替えてもよい。本発明の１つ以上の実施形態において、（各受信リソースのための）
複数のアンテナポートをグルーピングするインデックスを導入してもよい。
【００７８】
　本開示においては上りリンク送信の例を中心に説明したが、本発明はこれに限定される
ものではない。本発明の１つ以上の実施形態は、下りリンク送信に適用してもよい。更に
、本発明の１つ以上の実施形態は、信号を送受信する方法に適用してもよい。例えば、Ｕ
Ｅにおける受信リソース選択の方法は、ＢＳにおける受信リソース選択の方法に適用して
もよい。
【００７９】
　本発明の１つ以上の実施形態を上りリンクと下りリンクそれぞれに独立して用いてもよ
い。本発明の１つ以上の実施形態を上りリンクと下りリンク両方に共用することもできる
。例えば、上りリンクと下りリンクそれぞれに独立して、又は上りリンクと下りリンク両
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方に共通して受信リソース選択を行ってもよい。
【００８０】
　本発明の１つ以上の実施形態を各物理チャネル（又は、物理信号）に独立して用いても
よい。本発明の１つ以上の実施形態を複数の物理チャネル（又は、物理信号）に共用する
こともできる。例えば、各物理チャネル（又は、物理信号）に独立して、又は複数の物理
チャネル（又は、物理信号）に共通して受信リソース選択を行ってもよい。
【００８１】
　本開示においてはＰＵＳＣＨ、ＳＲＳ、ＰＵＣＣＨ、ＰＲＡＣＨ，及びＤＭ－ＲＳ等の
物理チャネル及び物理信号の例を中心に説明したが、本発明はこれに限定されるものでは
ない。本発明の１つ以上の実施形態は、他のチャネルと信号に適用してもよい。
【００８２】
　本開示においてはＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａに基づくチャネル及びシグナリング方式の例を中
心に説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。本発明の１つ以上の実施形態
を、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと同一の機能を有する他のチャネルやシグナリング方式、Ｎｅｗ
Ｒａｄｉｏ（ＮＲ）、及び新規に規定されたチャネルやシグナリング方式に適用してもよ
い。
【００８３】
　本開示においてはｐｌａｎｅｒアンテナを含むＵＥの例を中心に説明したが、本発明は
これに限定されるものではない。本発明の１つ以上の実施形態を１次元アンテナ及び所定
の３次元アンテナを含むＵＥに適用することもできる。
【００８４】
　本発明の１つ以上の実施形態において、複数の受信リソースそれぞれは互いに異なる指
向性を有することが必要としなくてよい。本発明の１つ以上の実施形態を、複数の受信リ
ソースが同一の指向性を有することに適用することもできる。
【００８５】
　上記の実施例及び変更された実施例を、受信リソース選択のみならず他の動作にも用い
てよい。例えば、上記の実施例及び変更例を、セル選択（初期セル接続、ハンドオーバー
、及びセル再選択）及びＣＳＩ推定に用いてもよい。
【００８６】
　上記の実施例及び変更された実施例を互いに組み合わせてもよく、これらの実施例の各
種特徴を様々な組み合わせで互いに組み合わせることができる。本発明は、ここで開示さ
れた特定の組み合わせに限定されない。
【００８７】
　本開示においては限定された数の実施形態に関してのみが説明されたが、本開示の利益
を有する当業者は、本発明の範囲から逸脱することなく様々な他の実施形態が考案され得
ることを理解するであろう。従って、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によっての
み限定されるものである。
【符号の説明】
【００８８】
１　　　　　無線通信システム
１０　　　　ユーザ装置（ＵＥ）
１１　　　　アンテナパネル
１０１　　　アンテナ
１０２　　　アンプ
１０３　　　回路
１０３１　　送受信部（送信部／受信部）
１０４　　　制御部
１０５　　　アプリケーション
１０６　　　スイッチ
２０　　　　基地局（ＢＳ）
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２０１　　　アンテナ
２０２　　　アンプ
２０３　　　送受信部（送信部／受信部）
２０４　　　ベースバンド信号処理部
２０５　　　呼処理部
２０６　　　伝送路インタフェース

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図２Ｃ】 【図２Ｄ】

【図２Ｅ】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１１】
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【図１２】 【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】 【図１４】

【図１５】
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【図１６】

【図１７】



(21) JP 2020-145718 A 2020.9.10

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｈ０４Ｂ   7/06     (2006.01)           Ｈ０４Ｂ    7/06     ９８４　        　　　　　
   Ｈ０４Ｌ  27/26     (2006.01)           Ｈ０４Ｌ   27/26     １１３　        　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｌ   27/26     １１４　        　　　　　

(72)発明者  ナ　チョンニン
            東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー　株式会社ＮＴＴドコモ　知的財産部
            内
(72)発明者  永田　聡
            東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー　株式会社ＮＴＴドコモ　知的財産部
            内
Ｆターム(参考) 5K067 AA23  DD44  EE02  EE10  EE34  KK02  KK03 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

